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コミュニティバス等の持続可能な運行のためのガイドラインの検討 

１ はじめに 

・ 現在、木津川市では、木津地域に３路線、山城地域に２路線、加茂地域に９路線のコミュニティバス及

び予約型乗合タクシー（以下、コミュニティバス等）を運行している。 

・ 山城地域と加茂地域のコミュニティバスは、実証運行が開始されてから、今年度で３年が経過し、国庫

補助金についても最終年度を迎える。これらの状況を踏まえ、持続可能な運行体系を目指して、今後実

施する再編の際の基準を明確化するため、ガイドラインの検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 木津川市の地域公共交通ネットワーク 

２ ガイドラインを策定する目的 

（1）運行を見直す場合の基準の提示 

・ 現在、すべての地域において、定時定路線のコミュニティバス等を運行しているが、一部の路線では利

用者が少なく、サービスレベルと利用実態が合致していないところがある。 

・ このため、利用実態に即したサービスを提供するために見直しを行う必要があるが、見直しをする場合

の基準を示したものが存在しないため、ガイドラインを策定する。 

（2）継続運行条件の提示 

・ コミュニティバス等のサービスの見直しの１つの方法として、他の交通モードへの移行がある。また、

ほとんど利用されていない場合は、休廃止を検討する必要がある。 

・ しかし、それらを判断するための基準が存在しないため、ガイドラインにおいて、コミュニティバス等

の運行の継続や休廃止を判断する継続運行条件等を提示する。 

 

 

３ ガイドラインで対象とする交通モード 

・ ガイドラインで対象とする交通モードは、コミュニティバス・予約型乗合タクシーとする。 

・ コミュニティバスの機能は、主な利用目的を買い物やレジャー等の自由目的とし、居住地と主要施設・

鉄道駅等を結ぶものとする。また、予約型乗合タクシーの機能は、コミュニティバスを補完・代替する

ものとする。 

 

表 木津川市内の地域公共交通 

需要 交通モード*1 
主な 

利用目的 
主な機能 運行されている地域 

大 
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→ 

小 

定
時
定
路
線 

鉄道 全目的*2 
・ 地域間及び地域と大都市間を結ぶ。 

 【基幹交通*3として機能】 
全地域 

路線バス 全目的 
・ 住宅地と主要施設・鉄道駅等を結ぶ。 

【基幹交通として機能】 
木津・加茂 

コミュニティ 

バス 
自由 

・ 住宅地と主要施設・鉄道駅等を結ぶ。 

【基幹交通として機能】 
木津（きのつバス） 

・ 集落と主要施設・鉄道駅等を結ぶ。 
山城（山城線） 

加茂（当尾線、加茂路線） 

予約型乗合 

タクシー 
自由 

・ 集落と主要施設等を結ぶ。 

（コミュニティバスのフィーダー交通） 
山城（神童子線） 

タクシー 全目的 ・ドア・ツー・ドアで、発着点を結ぶ。 全地域 

*1 交通モード：福祉・高齢者施策サービスを除く 

*2 全目的  ：通勤、通学、自由（買い物・レジャー等）等を含むすべての目的を指す 

*3 基幹交通 ：地域公共交通のなかで主に利用される主軸となる交通機関を指す 

 

４ ガイドラインの構成 

１ ガイドラインの目的 

２ コミュニティバス等の見直し・休廃止の流れ 

  ２-１ 見直し・休廃止の流れ 

２-２ コミュニティバス等の運行継続条件 

  ２-３ 地域別コミュニティバス等の再編の検討 

３ コミュニティバス等の新設の流れ 
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コミュニティバス等の持続可能な運行のためのガイドライン（素案） 

１ ガイドラインの目的 

・ 持続可能な地域公共交通ネットワークを構築するために、現在、運行されているコミュニティバスや予

約型乗合タクシー（以下、コミュニティバス等）の利用状況をもとに利用実態に即したサービスが提供

されているか確認を行い、必要に応じてサービスレベルの見直しあるいは運行の休廃止を行う。 

２ コミュニティバス等の見直し・休廃止の流れ 

・ 実証運行及びその後の運行におけるコミュニティバス等の見直し・休廃止の流れは、以下の通りとする。 

・ サービスレベルの見直しを行っても、１年以上の実績が運行継続条件を満たさず、運行の継続が困難な

場合は、運行を休廃止する。但し、通学線は対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コミュニティバス等の見直し 

・休廃止の流れ 

（1）交通モードがコミュニティバスの場合 

①  原則１年以上の運行等を行った後、利用者数が運行継続条件を満たしているか確認する。運行継続

条件を満たしている場合は、運行を継続する。 

② 運行継続条件を満たしていない場合は、利用者数が運行エリアで増加傾向であるか検討する。運行エ

リアで増加傾向である場合は、運行を継続する。 

③ 利用者数が運行エリアで増加傾向でない場合は、沿線住民主体の利用促進活動が活発に行われている

か確認する。利用促進活動が活発に行われている場合は、運行を継続する。 

④ 沿線住民主体の利用促進活動が活発に行われていない場合は、ルートが既存バスと競合しているか確

認する。競合している場合は、運行の休廃止（２-１（２））を行う。 

⑤ ルートが既存バスと競合していない場合は、サービスレベルの見直し（２-１（１））を行う。 

（2）交通モードが予約型乗合タクシーの場合 

① 原則１年以上の運行等を行った後、利用者数がコミュニティバスの運行条件を満たしているか確認

する。コミュニティバスの運行継続条件を満たしている場合は、サービスレベルの見直し（２-１

（１））を行う。 

② コミュニティバスの運行継続条件を満たしていない場合は、予約型乗合タクシーの運行継続条件を満

たしているか確認する。予約型乗合タクシーの運行継続条件を満たしている場合は、運行を継続する。 

③ 予約型乗合タクシーの運行継続条件を満たしていない場合は、沿線住民主体の利用促進活動が活発に

行われているか確認する。利用促進活動が活発に行われている場合は、運行を継続する。 

④ 沿線住民主体の利用促進活動が活発に行われていない場合は、運行の休廃止（２-１（２））を行う。 

２-１ 見直し・休廃止の流れ 

（1）サービスレベルの見直し 

①①①①    サービスレベルのサービスレベルのサービスレベルのサービスレベルの見直見直見直見直しししし（（（（案案案案））））のののの作成作成作成作成    

コミュニティバスにおいては、原則１年以上の運行を行った後、継続運行条件を満たしていない場

合は、運行本数や運賃等の見直し、予約型乗合タクシーへの移行等、サービスレベルの見直し（案）

を作成する。 

予約型乗合タクシーにおいては、原則１年以上の運行を行った後、コミュニティバスの継続運行条

件を満たしている場合は、コミュニティバスへの移行等、サービスレベルの見直し（案）を作成する。 

②②②②    地域公共交通総合連携協議会地域公共交通総合連携協議会地域公共交通総合連携協議会地域公共交通総合連携協議会でのでのでのでの協議協議協議協議    

①にて作成されたサービスレベルの見直し（案）について、木津川市地域公共交通総合連携協議会

で協議を行う。 

③③③③    見直見直見直見直ししたししたししたししたサービスレベルのサービスレベルのサービスレベルのサービスレベルの周知周知周知周知    

②で承認されたサービスレベルについて、交通事業者、木津川市で協働し、広報誌での掲載をはじ

め、地域住民に対して周知を行う。 

④④④④    見直見直見直見直ししたししたししたししたサービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベルでのでのでのでの運行開始運行開始運行開始運行開始    

周知期間を得た後、運行を開始する。 

 

協議会 

協議会 

協議会 

YES 

YES 

YES 

利用者が 

増加傾向にある 

運行の開始 

（原則１年以上の運行） 

運行継続条件を 

満たしている 

NO 

(1)(1)(1)(1)サービスレベルのサービスレベルのサービスレベルのサービスレベルの見直見直見直見直しししし    

（（（（原則原則原則原則１１１１年以上年以上年以上年以上のののの運行運行運行運行））））    

運行継続条件を 

満たしている 

(2)(2)(2)(2)運運運運行行行行のののの休廃止休廃止休廃止休廃止    

NO 予約型乗合タクシー 

による運行である 

コミュニティバスの 

運行継続条件を満たしている 

YES 

運行の継続 

NO 

YES 

NO 

NO 

コミュニティバス 

予約型乗合タクシー 

運行の継続 

既存バスが 

利用可能である 

住民主体の利用促進 

活動が活発に行われている 

NO 

住民主体の利用促進 

活動が活発に行われている 

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 

※運行を再開する場合は、「コ

ミュニティバス等の新設の

流れ」を参照のこと。 
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（2）運行の休廃止 

①①①①    休休休休廃止路線廃止路線廃止路線廃止路線のののの抽出抽出抽出抽出    

サービスレベルの見直しを行い、原則１年以上の運行を行った後、継続運行条件を満たしていない

場合は、休廃止路線の候補とする。 

②②②②    地域公共交通総合連携協議会地域公共交通総合連携協議会地域公共交通総合連携協議会地域公共交通総合連携協議会でのでのでのでの協議協議協議協議    

①にて候補となった休廃止路線について、木津川市地域公共交通総合連携協議会で協議を行う。 

③③③③    運行運行運行運行休休休休廃止廃止廃止廃止のののの周知周知周知周知    

交通事業者、木津川市で協働し、広報誌での掲載やチラシの配布、ポスターの掲示等を行い、地域

住民に対して、運行休廃止の周知を行う。 

④④④④    運行運行運行運行のののの休休休休廃止廃止廃止廃止    

周知期間を得た後、運行を休廃止する。 

２-２ コミュニティバス等の運行継続条件（運行本数：１日１路線８便の場合） 

・ コミュニティバス及び予約型乗合タクシーの運行継続条件を、以下の通り設定する。 

・ コミュニティバス等を取り巻く社会情勢が変化した場合は、運行継続条件を見直すこととする。 

表 コミュニティバス等の運行継続条件 

交通モード 
運行継続条件 

１日あたりの利用者数 
予約率 

（運行本数/予約可能本数） 

コミュニティバス １０人＊ － 

予約型乗合タクシー 
コミバスの代替機能 １.５人（予約日） ２５％ 

コミバスの補完機能 １.５人（予約日） － 

* １日１路線８便で１０人の利用とする（定時定路線の継続条件） 

 

２-３ 地域別コミュニティバス等の再編の検討 

（1）木津地域 

表 木津地域のコミュニティバスの状況 

路線名 運行区間 運行本数 
１日あたりの利用者数（人） 
H22.4～H23.3 

伸び率 
H22/H21(4 月-3 月) 

梅谷高の原線 梅谷 高の原駅 

平日 10 往復 

土休日 8 往復 

285.48 0.76 

鹿背山高の原線 鹿背山 高の原駅 175.21 0.78 

木津川台高の原線 木津川台住宅 高の原駅 286.83 0.80 

 

 

 

 

（2）加茂地域 

表 加茂地域のコミュニティバスの状況 

路線名 運行区間 運行本数 
１日あたりの利用者数（人） 
H22.11～H23.10 

伸び率 
今年度/前年度 

山田線 加茂駅（東口） 山田 

平日 4往復 

6.36  0.83 

大畑線 加茂駅（東口） 大畑上 4.31  0.96 

南加茂台線 加茂駅（東口） 東山公園 2.33  1.00 

観音寺線 加茂駅（東口） 観音寺 1.06  1.47 

奥畑線 加茂駅（西口） 奥畑 10.78  1.09 

銭司線 加茂駅（西口） 銭司 7.79  1.01 

西線 加茂駅（西口） 西 6.98  0.97 

通学線 

奥畑 加茂駅（西口） 平日１便 

7.91 0.91 

加茂駅（東口） 山田口 水１便 

加茂駅（西口） 銭司 水１便 

恭仁宮跡 奥畑 月水金１便 

加茂駅（西口） 銭司 平日１便 

当尾線 加茂駅（東口） 加茂山の家 平休日 8.5 往復 49.54 1.04 

 

（3）山城地域 

表 山城地域のコミュニティバス等の状況 

路線名 運行区間 運行本数 
１日あたりの利用者数（人） 
H22.11～H23.10 

伸び率 
今年度/前年度 

山城線 木津駅 渋川 平日 8往復 37.25 1.10 

神童子線 やすらぎ苑 神童子公民館 
平日 8往復 

（予約制） 
1.62 0.90 
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図 木津川市の地域公共交通ネットワーク 

 

表 木津川市内のコミュニティバス・予約型乗合タクシー 

需

要 

経

費 

収

入 
交通モード*1 

主な 

利用目的 
主な機能 運行されている地域 

大
← 

 
 
 
 

 
 

→
小 

定
時
定
路
線 

コミュニティ 

バス 
自由 

・ 住宅地と主要施設・鉄道駅等を

結ぶ。 

【基幹交通*2として機能】 

木津 

（きのつバス） 

・ 集落と主要施設・鉄道駅等を結

ぶ。 

山城（山城線） 

加茂（当尾線、加茂路線） 

予約型乗合 

タクシー 
自由 

・ 集落と主要施設・鉄道駅等を

結ぶ。 

（コミュニティバスの代替） 

－ 

・ 集落と主要施設等を結ぶ。 

（コミュニティバスの補完） 
山城（神童子線） 

*1 交通モード：福祉・高齢者施策サービスを除く 

*2 基幹交通 ：地域公共交通のなかで主に利用される主軸となる交通機関を指す 

 

３ コミュニティバス等の新設の流れ 

３-１ コミュニティバス等の導入条件 

（1）地域住民による地域組織の形成 

コミュニティバス等の導入にあたっては、地域が中心となって検討・取り組む姿勢があることが必

須である。このため、実際にコミュニティバス等の検討や運行協力等に携わる地域組織を形成する。

地域組織の構成員は最低 5名とし、代表者を 1名選出する。 

（2）ルート設定条件を満たした路線の設定 

コミュニティバス等のルート設定条件は、「既存路線と競合しない」こと、「路線発着地点の１つを

鉄道駅あるいは既存路線のバス停留所とする」ことであり、予約型乗合タクシー運行の休廃止をされ

たルートを基本とする。 

（3）実証運行期間中に「運行継続条件」を満たす 

コミュニティバス等の実証運行期間中に、「２ コミュニティバス等の見直し・休廃止の流れ」の

「２－２ コミュニティバス等の運行継続条件」を満たさなければならない。 

３-２ 新設の流れ 

・ コミュニティバス等の新設にあたっての流れは、以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コミュニティバス等の 

新設の流れ 

 

 

NO 

NO 

実証運行に値す

る路線である 

(1)(1)(1)(1)申請書申請書申請書申請書のののの提出提出提出提出    

希望路線がルート設定

条件を満たしている 

YES 

(5)(5)(5)(5)実証運行実証運行実証運行実証運行のののの開始開始開始開始    

検討終了 

(2)(2)(2)(2)調査調査調査調査のののの実施実施実施実施    

(3)(3)(3)(3)運行計画運行計画運行計画運行計画のののの立案立案立案立案    

(4)(4)(4)(4)運行計画運行計画運行計画運行計画のののの準備準備準備準備    

YES 

NO 運行計画が 

適当である 

YES 

協議会 

協議会 

協議会 
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（1）申請書の提出 

地域住民は、コミュニティバス等の導入検討を進めるための地域組織を形成した後、代表者及び構

成員、希望路線、導入を検討する理由等について記入した「コミュニティバス等導入検討申請書」を

市に提出する。 

（2） 調査の実施 

地域住民が主体となり、市と協力して、希望路線沿線住民を対象にコミュニティバス等の利用意向

調査を実施するほか、沿線地域の交通課題の抽出や希望路線のコミュニティバス等の運行可否につい

ての実態調査を実施する。利用意向調査の実施の際、地域組織は沿線地域における調査の事前周知や

協力依頼（調査票の配布等）を行う。 

（3） 運行計画の立案 

地域組織及び市で、コミュニティバス等の運行計画の立案を行う。具体的には、運行本数やダイヤ、

料金体系等のサービスレベルや、周知方法等の利用促進策について検討する。 

（4） 実証運行の準備 

地域組織はバス停位置に対する合意形成や利用促進策の準備を行う。市は、交通事業者の選定や交

通安全の確認、事業許可申請を行う。 

実証運行開始前に、地域組織は利用促進策を実施するとともに、市と協働でバス停を設置する。 

（5）実証運行の開始 

コミュニティバス等の実証運行開始後、地域組織は利用促進活動の実施や運行に対する協力（運行

負担金の収集）、利用実態調査の協力（調査票の配布等）を行う。市は、利用実態調査の実施や運行

実績の収集を行う。 

 


